
 庁議付議事案書  

                               開催・令和７年３月２６日 

 所管部課  教育部 中央公民館  部長  田口 茂夫  

件 名 
 東大和市立公民館講師派遣要綱を廃止する要綱について 

  区分  １審議事項 ○ ２報告事項 

関 

係 

事 

項 

 条例 

 規則 

東大和市立公民館条例 

東大和市立公民館条例施行規則 

 部課 

 機関 

 

１．要 旨 

 （１）改正理由  

   社会教育法第３条の規定に基づき、自主的に学習活動を行っているグループに対し、講 

師を派遣し、もって社会教育事業の推進を図ることを目的としている。 

令和７年４月１日に予定している組織改正において、現在の中央公民館に生涯学習課の一 

  部事業を移行し、生涯学習課となる。現在の生涯学習課には、市民一人ひとりの多様な学習

活動を支援する「東大和市生涯学習人材バンク制度」があり、類似した制度を整理するため、 

また、本要綱による講師派遣が長期にわたり実績がないことから、「東大和市立公民館講師 

派遣要綱」を廃止する。 

 （２）施行日 

   令和７年４月１日 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

 （１）総務課において審査済み。 

（２）令和７年３月２４日 令和７年第３回東大和市教育委員会定例会において承認済み。 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   庁議終了後、速やかに廃止に伴う事務を進める。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


